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令 和 ７ 年 度 予 算 編 成 方 針  

 

１ .経済 の 状 況  

我 が 国 の 経 済 状 況 は 、内 閣 府 が 発 表 し た 月 例 経 済 報 告（ 令 和 6年 9月 ）

に よ る と 、 「 景 気 は 、 一 部 に 足 踏 み が 残 る も の の 、 緩 や か に 回 復 し て

い る 」 と し て い る 。 ま た 、 先 行 き に つ い て は 、 「 雇 用 ・ 所 得 環 境 が 改

善 す る 下 で 、 各 種 政 策 の 効 果 も あ っ て 、 緩 や か な 回 復 が 続 く こ と が 期

待 さ れ る 。 た だ し 、 欧 米 に お け る 高 い 金 利 水 準 の 継 続 や 中 国 に お け る

不 動 産 市 場 の 停 滞 の 継 続 に 伴 う 影 響 な ど 、海 外 景 気 の 下 振 れ が 我 が 国

の 景 気 を 下 押 し す る リ ス ク と な っ て い る 。 ま た 、 物 価 上 昇 、 中 東 地 域

を め ぐ る 情 勢 、金 融 資 本 市 場 の 変 動 等 の 影 響 に 十 分 注 意 す る 必 要 が あ

る 」 と の 認 識 を 示 し て い る 。  

 

２ .国と 地 方 の 状 況  

政 府 は 、 本 年 ６ 月 に 閣 議 決 定 さ れ た 「 経 済 財 政 運 営 と 改 革 の 基 本 方

針 2024」 （ 骨 太 の 方 針 ） に お い て 、 「 本 方 針 に 定 め る 中 期 的 な 経 済 財

政 の 枠 組 み に 沿 っ た 予 算 編 成 を 行 う 」と し 、「 歳 出 構 造 を 平 時 に 戻 す 」

と と も に 、「 地 方 の 安 定 的 な 財 政 運 営 に 必 要 と な る 一 般 財 源 の 総 額 に

つ い て 、2024年 度 地 方 財 政 計 画 の 水 準 を 下 回 ら な い よ う 実 質 的 に 同 水

準 を 確 保 し て 、地 域 に お け る 賃 金 と 物 価 の 好 循 環 の 実 現 を 支 え る 地 方

行 財 政 基 盤 の 持 続 性 を 確 保 ・ 強 化 す る 」 と し て い る 。  

ま た 、 ７ 月 に は 、「 令 和 ７ 年 度 予 算 の 概 算 要 求 に 当 た っ て の 基 本 的

な 方 針 に つ い て 」 を 示 し 、「 施 策 の 優 先 順 位 を 洗 い 直 し 、 無 駄 を 徹 底

し て 排 除 し つ つ 、 予 算 の 中 身 を 大 胆 に 重 点 化 す る 」 と し 、 令 和 ７ 年 度

予 算 の 編 成 作 業 に 着 手 し て い る 。  

国 の 動 向 が 、 地 方 の 予 算 編 成 に 与 え る 影 響 は 非 常 に 大 き く 、 特 に 、

地 方 の 歳 入 の 大 き な ウ ェ イ ト を 占 め る 国 庫 補 助 負 担 金 、地 方 交 付 税 等
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に 係 る 方 針 の 決 定 が 待 た れ る と こ ろ で あ る 。  

 

３ .本市 の 財 政 状 況 と今 後 の 見 通 し  

令 和 ５ 年 度 決 算 で は 、歳 入 の 根 幹 で あ る 市 税 が 前 年 度 に 比 べ 増 収 と

な り 、「 地 方 公 共 団 体 の 財 政 の 健 全 化 に 関 す る 法 律 」 に 基 づ く 健 全 化

判 断 比 率 は 、 い ず れ の 指 標 も 早 期 健 全 化 基 準 を 大 き く 下 回 っ て い る 。 

一 方 、 人 件 費 や 扶 助 費 の 増 加 な ど を 背 景 に 、 財 政 構 造 の 弾 力 性 を 示 す

「 義 務 的 経 費 比 率 」 及 び 「 経 常 収 支 比 率 」 は と も に 上 昇 し て お り 、   

財 政 の 硬 直 化 が 進 行 し て い る 状 況 で あ る 。  

本 市 で は 、 す で に 人 口 減 少 の 局 面 を 迎 え て お り 、 歳 入 の 根 幹 と な る

市 税 収 入 の 見 通 し は 不 透 明 な 状 況 に あ る 。 こ の よ う な 中 、 少 子 高 齢 化

等 に 伴 う 社 会 保 障 関 連 経 費 の 増 加 や 、公 共 施 設 等 の 維 持・更 新 に 加 え 、

激 甚 化 す る 自 然 災 害 、 Ｄ Ｘ （ デ ジ タ ル ト ラ ン ス フ ォ ー メ ー シ ョ ン ） ・

Ｇ Ｘ （ グ リ ー ン ト ラ ン ス フ ォ ー メ ー シ ョ ン ） へ の 対 応 な ど 、 多 く の 行

政 課 題 に 対 し て 、 各 部 局 室 が 危 機 感 を 共 有 し 、 横 断 的 に 取 り 組 ま な け

れ ば な ら な い 。  

こ の た め 、 税 制 改 正 や 各 種 制 度 改 正 な ど 、 本 市 の 行 財 政 運 営 に 大 き

な 影 響 を 及 ぼ す 、 国 や 県 の 動 向 に 注 視 し て い か な け れ ば な ら な い が 、

健 全 財 政 を 維 持 し 、 第 ５ 次 総 合 振 興 計 画 を 着 実 に 推 進 す る た め に は 、

極 め て 厳 し く 、 難 し い 財 政 運 営 を 余 儀 な く さ れ る こ と に な る 。  

 

４ .予算 編 成 の 基 本 方針  

令 和 ７ 年 度 予 算 編 成 に あ た っ て は 、 国 が 掲 げ る 防 災 ・ 減 災 及 び 国 土

強 靱 化 の 推 進 や 、 少 子 化 対 策 ・ こ ど も 政 策 の 抜 本 的 な 強 化 、 包 摂 社 会

の 実 現 、 中 堅 ・ 中 小 企 業 の 活 性 化 の 取 組 な ど に つ い て 、 情 報 の 積 極 的
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な 獲 得 と 適 切 な 対 応 に 努 め な が ら 、 「 い の ち と 暮 ら し を 守 る 」 、    

「 子 ど も が 輝 く 社 会 に 」 、 「 越 谷 の 未 来 を 創 る 」 施 策 の 実 現 に 向 け 、

市 民 に と っ て 真 に 必 要 な 行 政 サ ー ビ ス を 、ス ピ ー ド 感 を 持 っ て 提 供 で

き る よ う 、 全 職 員 の 創 意 工 夫 に よ る 最 大 限 の 努 力 を 傾 注 し 、 予 算 編 成

に あ た ら れ た い 。  

（ １ ） 第 ５ 次 総 合 振 興 計 画 の 推 進  

  令 和 ７ 年 度 は 、 第 ５ 次 総 合 振 興 計 画  前 期 基 本 計 画 の 最 終 年 度 と

な る た め 、「 水 と 緑 と 太 陽 に 恵 ま れ た  み ん な が 活 躍 す る 安 全 ・ 安

心 ・ 共 生 都 市 」 と し た 本 市 の 将 来 像 の 実 現 に 向 け 、 分 野 別 計 画 に 位

置 づ け た 具 体 的 な 取 組 及 び 前 期 基 本 計 画 第 二 期 実 施 計 画 に 掲 げ る

事 業 を 基 本 に 、 効 率 的 ・ 効 果 的 に 取 り 組 み 、 第 ５ 次 総 合 振 興 計 画 の

着 実 な 推 進 を 図 る こ と 。  

（ ２ ） 持 続 可 能 な 行 財 政 運 営 と 行 政 改 革 の 取 組  

健 全 財 政 を 維 持 し 、持 続 可 能 な 行 財 政 運 営 を 行 う た め 、第 ７ 次 行

政 改 革 大 綱 の 基 本 方 針 等 を 踏 ま え る と と も に 、長 期 的 な 展 望 と 経 営

感 覚 ・ コ ス ト 意 識 を 持 っ て 、 予 算 編 成 に 臨 む こ と 。  

 （ ３ ） 効 率 的 ・ 効 果 的 な 予 算 運 用 の 推 進  

   自 主 財 源・依 存 財 源 を 問 わ ず 、こ れ ま で 以 上 に 、積 極 的 な 歳 入 の

確 保 に 努 め る と と も に 、「 選 択 と 集 中 」に よ る 、予 算 の 効 率 的・効

果 的 な 運 用 を 図 る こ と 。  

（ ４ ） 特 別 会 計 ・ 公 営 企 業 会 計 の 運 営 原 則 の 徹 底  

特 別 会 計 ・ 公 営 企 業 会 計 に お い て は 、 独 立 採 算 を 基 本 に 収 支 の  

調 整 を 図 り 、安 易 に 一 般 会 計 に 依 存 せ ず 、会 計 内 で の 事 業 の 効 率 化

や 経 費 の 節 減 な ど に 努 め る こ と 。  

（ ５ ） 災 害 等 を 踏 ま え た 対 応  

東 日 本 大 震 災 や 、頻 発 化・激 甚 化 す る 大 雨・台 風 に よ る 災 害 の 状
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況 な ど を 踏 ま え 、市 民 の「 い の ち と 暮 ら し を 守 る 」施 策 へ 的 確 に 対

応 す る こ と 。  

（ ６ ） 予 算 編 成 過 程 の 透 明 性 の 確 保  

予 算 編 成 過 程 の 透 明 性 を 確 保 し 、市 民 へ の 説 明 責 任 を 果 た す た め 、

予 算 要 求 額 等 の 公 表 を 実 施 す る 。  

 

５ .予算 編 成 に 向 け て  

（ １ ） 財 源 の 確 保  

① 自 主 財 源 の 根 幹 で あ る 市 税 に つ い て は 、今 後 の 社 会 経 済 情 勢 、地

方 税 制 度 の 改 正 等 を 見 極 め 、 的 確 な 額 を 見 積 も る こ と 。  

ま た 、 税 負 担 の 公 平 性 ・ 公 正 性 を 追 求 し つ つ 、 課 税 客 体 の よ り   

一 層 の 適 正 な 把 握 と 、 更 な る 収 納 率 の 向 上 に 努 め る こ と 。  

② 市 税 以 外 の 未 収 金 に つ い て も 、 越 谷 市 債 権 管 理 条 例 を 踏 ま え 、  

的 確 な 収 納 対 策 に 取 り 組 む こ と 。  

③ 国 県 支 出 金 は 、法 令 改 正 、制 度 改 正 な ど の 動 向 に 十 分 留 意 す る と

と も に 、関 係 機 関 と の 行 政 課 題 の 共 有 、緊 密 な 連 携 を 図 り 、積 極

的 な 活 用 に 努 め る こ と 。  

④ 使 用 料 ・ 手 数 料 等 は 、受 益 者 負 担 の 原 則 、住 民 負 担 の 公 平 性 確 保

の 観 点 か ら 、関 連 コ ス ト と の バ ラ ン ス や 、市 民 生 活 へ の 影 響 等 を

十 分 配 慮 の う え 、「 使 用 料 等 の あ り 方 に 関 す る 基 本 方 針 」を 踏 ま

え た 見 直 し・改 善 に よ り 、更 な る 適 正 化 を 図 る と と も に 収 納 の 確

保 に 努 め る こ と 。  

⑤ 本 市 の 潜 在 的 な 魅 力 の 発 掘 や 、魅 力 発 信 、関 係 人 口 の 増 加 な ど に

よ る 地 域 活 性 化 等 に 資 す る「 ふ る さ と 納 税 制 度 」を 活 用 し た 取 組

に つ い て は 、自 主 財 源 確 保 の 観 点 も 踏 ま え 、部 局 室 間 の 情 報 共 有
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等 に よ る 、 積 極 的 な 推 進 を 図 る こ と 。  

⑥ 自 治 体 版 ク ラ ウ ド フ ァ ン デ ィ ン グ の 効 果 的 な 活 用 を は じ め 、広 告

掲 載 の 拡 充 や 、行 政 財 産 の 活 用 、将 来 を 見 据 え た 不 要 な 市 有 財 産

の 売 却 な ど 、あ ら ゆ る 手 段 を 活 用 し 、自 主 財 源 の 更 な る 確 保 に 努

め る こ と 。  

⑦ 住 民 負 担 の 世 代 間 公 平 の 調 整 や 、財 政 負 担 の 平 準 化 等 を 図 る こ と

が で き る 地 方 債 に つ い て は 、公 債 費 が 後 年 度 の 義 務 的 経 費 と な る

こ と を 踏 ま え つ つ 、地 方 交 付 税 措 置 の あ る 地 方 債 を 中 心 に 有 効 活

用 を 図 る こ と 。  

(２ ) 徹 底 し た コ ス ト の 見 直 し  

① 人 件 費 や 物 価 の 上 昇 な ど 、社 会 経 済 情 勢 に 留 意 し つ つ 、職 員 一 人

ひ と り が コ ス ト 意 識 を 持 ち 、行 政 改 革 の 観 点 か ら 事 務 事 業 の あ り

方 を ゼ ロ ベ ー ス で 見 直 す と と も に 、他 市 の 先 進 事 例 を 参 考 と す る

な ど 、経 費 の 節 減 ・ 合 理 化 に 努 め 、徹 底 し た コ ス ト の 見 直 し を 図

る こ と 。  

② 経 常 的 経 費 、投 資 的 経 費 を 問 わ ず 、前 例 踏 襲 や 過 去 の 実 績 に よ る

安 易 な 反 復 計 上 と な ら な い よ う 、定 期 的 に 事 業 手 法 等 の 点 検・見

直 し 、効 果 検 証 を 実 施 す る と と も に 、民 間 活 力 の 有 効 活 用 を 検 討

す る な ど 、 十 分 に 内 容 を 精 査 す る こ と 。  

③ 経 常 的 経 費 に つ い て は 、 的 確 な 対 象 の 把 握 に 努 め る こ と 。 ま た 、

投 資 的 経 費 に つ い て は 、事 業 の 緊 急 性 、必 要 性 、投 資 効 果 の み な

ら ず 、ラ ン ニ ン グ コ ス ト な ど 、後 年 度 の 財 政 負 担 等 を 十 分 検 討 し 、

適 切 な 要 求 を す る こ と 。  

 な お 、 公 共 施 設 等 の 更 新 な ど に つ い て は 、 公 共 施 設 等 総 合 管 理  

計 画 及 び 個 別 施 設 計 画 の 内 容 等 を 踏 ま え た 要 求 と す る こ と 。  
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④ 第 ７ 次 行 政 改 革 大 綱 に 基 づ く 取 組 や 、Ａ Ｉ（ 人 工 知 能 ）・ Ｒ Ｐ Ａ

（ 業 務 自 動 化 ）の 導 入 な ど 、デ ジ タ ル 化 や 新 た な 投 資 に よ る 経 費

の 削 減 効 果 な ど が 確 実 に 見 込 め る 取 組 に つ い て は 、必 要 と な る 経

費 を 可 能 な 限 り 予 算 措 置 す る 考 え で あ る 。  

 (３ ) 行 政 評 価 の 活 用 等 に よ る 予 算 の 重 点 化  

① 限 ら れ た 予 算 を 有 効 活 用 し 、最 少 の 経 費 で 最 大 の 効 果 が 挙 げ ら れ

る よ う 、行 政 評 価 制 度 に お け る 事 務 事 業 評 価 の 結 果 等 を 、適 切 に

予 算 編 成 に 活 用 す る こ と 。  

② 既 存 事 業 に つ い て は 、当 初 の 事 業 目 的 の 達 成 状 況 や 、当 該 事 業 を

取 り 巻 く 環 境 の 変 化 な ど を 踏 ま え 、統 合 ・ 廃 止 ・ 縮 小 等 の 見 直 し

を 行 う と と も に 、妥 当 性 ・ 効 率 性 ・ 有 効 性 ・ 貢 献 度 等 の 観 点 か ら

優 先 順 位 を 精 査 し 、 予 算 の 重 点 化 を 図 る こ と 。  

③ 新 規 ・ 拡 充 事 業 の 提 案 （ ビ ル ド ） に つ い て は 、 原 則 と し て 、 既 存

事 業 の 見 直 し（ ス ク ラ ッ プ ）や 、新 た な 財 源 が 確 保 さ れ る も の を

前 提 と す る こ と 。 な お 、 行 政 課 題 の 複 雑 化 ・ 多 様 化 等 を 踏 ま え 、

出 来 う る 限 り 、そ の 効 果 が 部 局 室 横 断 的 に 発 揮 さ れ る よ う 、大 局

的 な 視 点 で 、 企 画 、 立 案 、 調 整 を 行 う こ と 。  

④ 事 後 評 価 ま た は 外 部 評 価 の 結 果 、検 討・見 直 し を 行 う こ と と な っ

た 事 務 事 業 は 、 改 革 改 善 の 方 向 性 を 整 理 し た 上 で 、 予 算 要 求 を  

す る こ と 。  

(４ ) 配 分 予 算 制 度 等 の 推 進  

①「 配 分 予 算 制 度 」は 、既 存 の 歳 入 の 増 額 や 新 た な 財 源 の 確 保 な ど

に よ り 、 事 業 費 の 拡 大 が 可 能 と な る た め 、 各 部 局 室 に お い て 、   

責 任 を も っ て 調 整 す る こ と 。  

② 配 分 対 象 事 業 に つ い て も 、不 断 の 見 直 し を 行 う と と も に 、経 費 の
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見 積 も り に あ た っ て は 、決 算 の 状 況 な ど を 十 分 に 踏 ま え 、原 則 と

し て 、 過 去 の 実 績 を 超 え る 経 費 の 要 求 は 行 わ な い こ と 。  

③ 予 算 編 成・執 行 に 対 す る 職 員 の 意 識 改 革 や 、事 務 事 業 の 見 直 し の

促 進 な ど を 目 的 と し た「 イ ン セ ン テ ィ ブ 制 度 」は 、各 部 局 室 の 財

源 確 保 や 経 費 節 減 努 力 を 予 算 編 成 に 反 映 す る こ と が で き る た め 、

こ れ ま で 以 上 に 効 率 的 な 予 算 執 行 に 努 め る と と も に 、積 極 的 な 活

用 を 図 る こ と 。  

(５ ) 市 単 独 補 助 金 の 適 正 化  

① 補 助 金 等 調 書 に お け る 評 価 が 、「 減 額（ 縮 小 ）」等 と な っ た も の

に つ い て は 、 既 に 見 直 し 計 画 が 提 出 さ れ て い る が 、 そ の 実 現 に  

最 大 限 努 め る こ と 。  

② 包 括 外 部 監 査 の 結 果 等 を 踏 ま え 、そ れ ぞ れ の 補 助 金 等 に よ り 実 施

し た 事 業 の 実 績 や 成 果 を 十 分 検 証 す る こ と 。な お 、補 助 事 業 の 成

果 等 が 示 せ な い も の や 今 後 改 善 が 見 込 め な い も の な ど に つ い て

は 、 厳 し く 調 整 に あ た る も の と す る 。  

(６ ) 公 契 約 条 例 を 踏 ま え た 対 応  

① 条 例 の 目 的 を 踏 ま え た 、 適 正 な 予 算 要 求 を 行 う こ と 。  

② 労 働 報 酬 下 限 額 が 適 用 と な る 対 象 契 約 に つ い て は 、経 費 を 見 積 も

る 際 に 十 分 留 意 す る こ と 。  

 


